（付属資料）建議事項に関する補足説明資料

本件資料は、新規要望項目について若干の追加情報を

加えて作成したものである。　　　

労働・労使関係分野⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	国民健康保険の外国人勤労者の加入義務化（新規）

	関連法令
	国民健康保険法第93条第2項、第5条

	現　　況

(規制内容)
	２００５年６月に国会を通過した国民健康保険法の一部改正法案によると、第９３条（外国人などに対する特例）第２項によりこれまで外国人は任意加入の対象であったが、「国内に在留している在外国民又は外国人として大統領令の定める者は、第５条の規定にかかわらずこの法の適用を受ける。」となっており、強制加入の対象に変更された。
（参考）（改正前）国民健康保険法
第93条（外国人等に対する特例）

①政府は、外国政府が使用者である事業場の労働者の健康保険について、外国

政府との合意を通じて別途に定めることができる。

②大統領令の定める外国人および在外国民は、保健福祉部令の定めにより、本人の申請によってこの法の適用を受ける加入者、又は被扶養者になることができる。
（改正後）国民健康保険法の一部改正法

第93条第2項を以下のようにする。

②国内に在留している在外国民又は外国人として大統領令の定める者は、第5条の規定に関わらず、この法の適用を受ける加入者、又は被扶養者となる。

国民健康法第5条（適用対象など）

①国内に在留している国民として、次の各号の一に該当する者以外の者は、この法による健康保険（以下、「健康保険」という）の加入者（以下、「加入者」という）、又は被扶養者となる。

１．医療給与法により、医療給与を受ける者（以下、「受給権者」という）

２．「独立有功者礼遇に関する法律」および「国家有功者等礼遇および支援に関する法律」により、医療保護を受ける者（以下、有功者等医療保護対象者）という）。ただし、以下の各目の一に該当する者は除く。

イ～ロ　（略）

②～③　（略）

	問 題 点
	日本から韓国に赴任している者の中には、日本の会社との雇用関係を保ちつつ赴任している者が多く、日本の健康保険制度では、その居住地にかかわらず日本国内の健康保険適用事業所との雇用関係が続く限り被保険者の資格は喪失しないため、日本の健康保険に加入している。また、韓国内の療養についても、日本国内と同等の療養費が支給される制度を利用することができる。

今回の法改正によって外国人が一律的に強制加入になると、これまで日本の制度によって韓国での療養費も賄われていた者までも、韓国の国民健康保険の保険料を追加的に支払わなくてはならなくなる。

	改善方法
	このような二重払いを防ぐため、大統領令において、「韓国の国民健康保険以外の健康保険に加入しており、かつ韓国国内での療養についても当該保険の給付の対象になっている場合は、韓国の国民健康保険の加入を免除する。」という特例を設けていただきたい。



知的財産権分野②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	水際差止における特許権、実用新案権、デザイン権等への保護拡大(新規)

	関連法令
	関税法第235条

	現　　況

(規制内容)
	韓国税関による水際差止について、現在のところ「知的財産権保護」対象となるものは商標権と著作権のみである。
（参考）関税法

第235条（知的財産権保護）

1 商標法により登録された商標権を侵害する物品は、輸出又は輸入することができない。
2 関税庁長は、商標権を侵害する物品の効率的な取締りのために必要なときは、商標権を登録した者をして商標権に関する事項を申告させることができる。
3 税関長は、輸出入申告された物品が第2項の規定により申告された商標権を侵害したと認められるときは、その商標権を申告した者に輸出入申告事実を通報しなければならない。この場合、通報を受けた商標権申告者は、税関長に担保を提供して輸出入申告された物品の通関保留を要請することができる。
4 商標権の保護を受けようとする者は、税関長に担保を提供して当該物品の通関の保留を要請することができる。
5 第3項及び第4項の規定による要請を受けた税関長は、特別な事由がない限り当該物品の通関を保留しなければならない。ただし、輸出入申告をした者が担保を提供して通関を要請するときは、当該物品の通関を許すことができる。
6 第2項から第5項までの規定による商標権に関する申告、担保提供、通関の保留及び許容等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
7 第4項から第6項までの規定は、著作権法が定める著作権の場合にこれを準用する。


	問 題 点
	このため、第三国から輸入されるデザイン権侵害物品を水際で差し止める事が出来ず、侵害物品が流通してしまった後では、仮処分申請によるエンフォースメントが困難である。

	改善方法

	日本では関税定率法により、特許権、意匠権を含む主要知的財産権での保護を行っており、韓国も、関税法による水際差止の範囲を、特許権、実用新案権、デザイン権等に拡大願いたい。　　


知的財産権分野③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	海外における外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく手続き（新規）

	関連法令
	特許法第208条、第213条

	現　　況

(規制内容)
	ＰＣＴ（Patent Cooperation Treaty：特許協力条約）に基づき特許出願を韓国に国内移行した場合、国内移行時に提出した翻訳文に基づいて手続補正を行うことができる（韓国特許法２０８条）が、海外における外国出願の原文（以下、原文）に記載がなく翻訳文（韓国語）にのみ記載がある事項に関しては無効理由となる（韓国特許法２１３条）。すなわち、原文と翻訳文との重複記載事項にのみ特許が与えられる制度となっている。　

（参考）特許法

第208条（補正の特例）

①国際特許出願に関しては、第82条第1項の規定による手数料の納付・第201条第1項の規定による翻訳文の提出(韓国語で出願された国際特許出願の場合を除く)及び基準日を経過した後でなければ第47条第1項の規定にかかわらず補正(第204条第2項及び第205条第2項による補正を除く)をすることができない 

②、④、⑤<削除2001.2.3> 

③第47条第2項の規定は、国際特許出願の補正が可能な範囲に関してこれを適用するにおいては、“特許出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項”は“国際出願日に提出した国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面(図面中、説明部分に限る。)の翻訳文又は国際出願日に提出した国際特許出願の図面(図面中、説明部分を除く。)に記載された事項”とする。 

第213条（特許の無効審判の特例）

国際特許出願の特許に対しては第133条第1項各号の規定による場合以外に発明が次の各号の1に該当しないという理由で特許の無効審判を請求することができる。 

1．国際出願日に提出された国際出願の明細書・請求の範囲または図面(図面中、説明部分に限る)とその出願翻訳文に共に記載されている発明 

2．国際出願日に提出された国際出願の図面(図面中、説明部分を除く)に記載されている発明 

	問 題 点
	韓国では日本語が堪能な現地の弁理士や翻訳者をもってしても原文の内容が正確に翻訳されていないのが現状である。中国、台湾では、原文を基にある程度の救済は可能とされているが、韓国では認められていない。

	改善方法

	外国出願人にとって原文に立ち戻り手続補正を行うことができない場合、原文の意図を翻訳文において十分に伝えきれない場合があるため、以下の措置を導入願いたい。
１）日・米・欧ではＰＣＴ出願の原文に立ち戻り訂正が行える制度を採用しており（例：日本特許法１８４条の１２及び１８４条の１９）、韓国においても国際特許出願の原文に立ち戻り手続き補正を可能とする。
２）ＰＣＴ以外の外国からの出願についても原文に基づく救済を認める。


知的財産権分野⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	優先審査制度の外国関連出願への適用拡大（新規）

	関連法令
	特許法第61条、特許法施行令第9条

	現　　況

(規制内容)
	日本の早期審査制度（韓国の優先審査制度に該当するもの）では、日本を第一国出願として外国へ出願したもののみならず外国を第一国出願として日本へ出願したものも早期審査制度の対象になる（すなわち対応外国特許出願を有するものがすべて早期審査制度の対象になる）のに対し、韓国の外国関連出願では韓国で第一国出願をし、外国で優先権主張をして出願をした出願のみが優先審査の対象となっている。

（参考）特許法

第61条(優先審査)　
特許庁長は、次の各号の1に該当される特許出願に対しては審査官に他の特許出願に優先して審査させることができる。

　１．（略） 

　２．大統領令が定める特許出願として緊急処理が必要であると認められる場合 
特許法施行令

第9条(優先審査の対象)
　法第61条第2号で“大統領令が定める特許出願”とは、次の各号の1に該当するものとして特許庁長が定める特許出願をいう。 

１．～６．（略）
７．条約による優先権主張の基礎となる特許出願(当該特許出願を基礎とする優先権主張により外国特許庁に特許に関する手続きが進行中であるものに限る。) 

８．～９．（略）



	問 題 点
	複数の国に特許出願する技術は重要性が高く、早期の権利化が求められる蓋然性が高いにも関わらず、韓国を含む複数の国で出願された特許について、韓国で第一国出願をした特許のみが優先審査制度の対象となり、外国を第一出願国として韓国へ出願したものは優先審査制度の対象とならない現在の制度は、韓国で第一国出願をしない外国企業にとっては不利な状況となっている。



	改善方法

	優先審査制度の対象を第一国出願の国家に関わらず、対応外国出願を有する出願に拡大し、外国を第一出願国として韓国へ出願したものにも優先審査制度を適用願いたい。　




知的財産権分野④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	英語による外国語特許出願の導入（新規）

	関連法令
	特許法施行規則第４条

	現　　況

(規制内容)
	韓国では、英語による外国語特許出願が認められていない。

（参考）特許法施行規則

第４条（書類の使用言語等）

①特許庁または特許審判院に提出する書類は第2項に規定したことを除いて国語で記載しなければならない。<改正1998.2.23> 

②委任状・国籍証明書等外国語で記載した書類(優先権主張に関する書類を除く。)には、その書類の提出時に国語で翻訳した翻訳文を添付しなければならない。　　

	問 題 点
	韓国語による出願書類・明細書等の作成等が必要であるが韓国の弁理士等の専門家や翻訳者に翻訳を依頼しても必ずしも正確な翻訳がなされておらず特許権利化にあたって翻訳ミスにより権利取得が困難となる等の不都合が生じている。

	改善方法
	韓国においても英語による外国語出願を導入願いたい。


個別要望事項②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	登記簿における漢字及びアルファベット使用の許容（商務・法務分野）（新規）

	関連法令
	登記簿の記載文字に対する事務処理指針（1999.08.18登記例規第985号）

	現　　況

(規制内容)
	1 登記簿は、ハングルとアラビア数字で記載し、外国人の氏名を記載する際には氏名を国籍と共に記載することとされている。

2 また、商業・法人登記については、商号及び名称が漢字である場合には、漢字で表記することとされている。
（参考）登記簿の記載文字に対する事務処理指針
1．(登記簿の記載文字)

登記簿は、ハングルとアラビア数字で記載し、外国人の氏名を記載する際には国籍と共に記載する(例：アメリカ合衆国ヘンリーキッシンジャー)。しかし、商業･法人登記については商号及び名称が漢字である場合には、漢字で表記する。

1の2．(登記簿の外来語表記)

登記簿に外国の国号、地名と外国人の氏名、名称、商号をハングルで表記することにあたり、文教部の告示する外来語表記法によることを原則とする。

88．12.16登記第707号通牒

	問 題 点
	①日本人の氏名を登記する場合、例えば、「山本（やまもと）」を「サンボン」と漢字の韓国語読みで登記されてしまう事例が報告されている。

②商号及び名称にアルファベットを使用している法人の場合には、現在はその単語読み或いは棒読みをハングルで記載することとされている。

	改善方法

	①人名の登記に際しては、漢字及びアルファベットの使用も許可願いたい。

②商号及び名称にアルファベットを使用している法人の場合には、アルファベットでの登記を許可願いたい。


産業政策分野②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	産集法の成長管理地域への外国企業投資の許容（新規）

	関連法令
	産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令第２７条、別表２

	現　　況

(規制内容)
	近年、日本企業の誘致に関しては、電子産業分野の韓国企業へ部品・素材等を供給する企業を中心に製造事業所立地型の投資が進展しており、日韓双方の企業にメリットをもたらしている。

これらの日本企業は、韓国企業への部品・素材等の納入を目的に韓国に進出するため、納入先韓国企業が集中する京畿道への進出が多い。

（参考）産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令
第27条 (成長管理地域内での行為制限の緩和)

法第20条第1項但し書きの規定により成長管理地域内で許容される行為は次のとおりである。 

1. 別表2に該当する工場の新設・増設または移転

2. 第26条第2号ないし第8号に規定されている行為

産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令　別表２<最終改正2005.5.26>
1. 産業団地

イ．大企業工場の新設及び増設(牙山国家産業団地に限る)

ウ．工場の移転(大企業の場合は、同一産業団地内での移転及び過密抑制地域・成長管理地域・自然保全地域にあった工場が、公共事業の施行により既存工場を撤去しなければならない場合の移転であり、工場の建築面積が従来の工場建築面積と当該工場が増設可能な面積を合計した範囲内である場合に限る)

カ．外国人投資企業の工場であり、付表（※）の業種を営む工場の新設または増設

ア、エ、オ、キ（略）

２．工業地域　（略）

３．その他

エ．別表 1の付表の業種を営む大企業の既存工場であり、従来工場の建築面積の 100パーセントの範囲内の増設(首都圏整備計画法第21条の規定による首都圏整備委員会の審議を通らなければならない。但し、敷地の造成過程で首都圏整備委員会の審議を受けた場合にはこれを省く)

コ．外国人投資企業の工場で、付表（※）の業種を営む工場の新設または増設
ア～ウ、オ～ケ（略）
（※）付表 外国人投資企業新･増設許容業種（コンピュータ製造業他計25業種）



	問 題 点
	京畿道の多くの地域は「産業集積活性化及び工場設立に関する法律（いわゆる産集法）」の「成長管理地域」に指定されており大企業の立地が制限されている。

	改善方法

	外国企業に関しては、コンピューター製造業等、産集法で指定する先端２５業種に関しては、０７年１２月末迄の産集法適用除外措置が０５年５月に認められた。上記の適用除外措置延長を決定した韓国政府の判断を評価しており今後も外国企業の対韓投資拡大の観点から産集法適用除外措置の継続を願いたい。


個別要望事項①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	件　　名　
	筋骨格系疾患負担作業有害要因調査と関連した法改正（新規）

	関連法令
	産業保健基準に関する規則第143条、産業安全保健法

	現　　況

(規制内容)
	産業保健基準に関する規則143条第3項によると、筋骨格系疾患に関する負担作業有害要因調査（以下、要因調査という。）は、勤労者代表又は当該作業勤労者を参加させなければならないことになっており、労働組合がある場合には要因調査実施に際して組合との合意が前提とされ、組合との合意が得られない限り要因調査を実施できない実態がある。

（参考）産業保健基準に関する規則
第143条 (有害要因の調査) 
①事業主は、筋骨格系負担作業に勤労者を従事させている場合には、3年ごとに次の各号の事項に対する有害要因調査を実施しなければならない。但し、新設事業所は、新設日から1年以内に最初の有害要因調査を実施しなければならない。

1. 設備・作業工程・作業量・作業スピードなど作業現場の状況

2. 作業時間・作業姿勢・作業方法など作業条件

3. 作業関連の筋骨格係疾患に関する兆候及び症状の有無など

②　（略）
③　事業主は、有害要因調査に勤労者の代表または該当作業勤労者を参加させなければならない。

	問 題 点
	しかし、労働組合が、要因調査の同意を賃金交渉や組合スト、組合側改善委員の選定遅延などにおける条件闘争と関連させ、企業側が実施しようとした要因調査に協力しなかった事例が報告されている。　更に、組合側が要因調査実施に協力しなかったにもかかわらず、後日、当該労働組合が要因調査実施遅延を理由に当該企業を調査義務違反として労働部に告発した事例も報告されている。

すなわち、労働組合が組合側の都合や戦略的な調査拒否、調査妨害等によって企業側が行う要因調査への協力を拒否し調査に参加しない場合、法で定められた期日までに要因調査が実施できず、結果的に会社側（事業主）のみが責任を負う事態が発生している。

	改善方法

	要因調査をする場合、法定期限が決まっている部分については労働組合との合意がなくても、例えば、会社側が第３者機関と合同で要因調査を実施できるようにするとか、労働組合が正当な理由なく要因調査に協力しない場合や組合側の事由で調査が遅延した場合などは、会社側に責任を問えないようにするなど、事業主の立場を考慮した内容に関係法を改正願いたい。

なお、要因調査方法に関し労働部、産業安全公団は、KOSHA CODEの使用を推奨しているが、法律に基づく制度ではないため組合側がKOSHA　CODEの使用に同意せず調査業務が遅延する状況もある。KOSHA CODE使用を法制化させる等調査の準備段階における労働組合との意見衝突発生が最小化するよう改善を願いたい。　　　　　有害項目の早期改善という法の本来目的が、労働組合闘争に不当に利用されることなく、事業主、勤労者双方にとって公平な制度となるよう関係法令を改正願いたい。
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